
船舶事故等調査報告書 

平成２２年１０月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０横第１０４号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２２年４月２８日 ０２時１０分ごろ 

発生場所 三重県鳥羽市 鳥羽坂手港一号防波堤灯台から真方位３３５°０.７海里

付近 

（概位 北緯３４°２９.６′ 東経１３６°５１.２′） 

事故等調査の経過  平成２２年６月３０日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

 

Ａ 液体化学薬品ばら積船 徳
とく

栄
えい

丸、４９８トン 

   １３２５０２、久本汽船株式会社 

Ｂ 貨物船 第七進和
しんわ

丸、４９７トン 

   １３５５８８、洋和海運株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、五級海技士（航海） 

Ｂ 船長、五級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷ハンドレールに曲損 

Ｂ 船首ハンドレールに曲損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、荒天により鳥羽市坂手島北側沖で

避泊していたところ、乗組員が走錨していることに気付き、付近に錨泊し

ていたＢ船との衝突を避けるため、機関操作や錨鎖を巻くなどの措置を講

じた。 

Ｂ船は、船長Ｂほか３人が乗り組み、衝突地点付近で錨泊していた。 

平成２２年４月２８日０２時１０分ごろ、Ａ船の左舷側とＢ船の船首部

とが衝突した。  

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 東、風力 ８～９、視界 良好 

海象：波高 約１.５～２.０ｍ 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ あり Ｂ なし 

Ａ なし Ｂ なし 

Ａ あり Ｂ なし 

両船は、坂手島北側沖において錨泊中、Ａ船が走

錨し、Ｂ船と衝突したものと考えられる 

船長Ａは、荒天避泊する際、適切な錨泊方法及び

守錨当直を実施しなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船及びＢ船が坂手島北側沖において錨泊中、Ａ船が荒天避

泊する際、適切な錨泊方法及び守錨当直を実施しなかったため、走錨し、

また、走錨に気付くのが遅れ、両船が衝突したことにより発生したものと

考えられる。 

 




